
 

 

  

車両通行止め 

 

二輪の自動車以外の自動車通行止め 

 

大型乗用自動車通行止め 

 

大型貨物自動車等通行止め 

 

特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め 

 
 
歩行者専用 

    ※「特定禁止区間（区域）」の補助標識板が付いている 
場合は除外されません。 

除外される通行禁止規制 


